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女
子
の
渡
航
者
漸
次
其
の
数
を
増
し
大
正
七
年
調
査
に
依
れ
ば
八
十
五
名
の

多
き
に
達
し
総
数
の
約
三
割
を
占
む
る
に
至
れ
り
。

渡
航
者
年
別
表

明
治
二
十
四
年

二
人

同

四
十
四
年

二
六
一
人

同

二
十
五
年

三
九
人

大
正

元
年

二
五
三
人

同

二
十
六
年

八
一
人

同

二
年

二
五
八
人

同

二
十
七
年

一
二
○
人

同

三
年

二
七
九
人

同

二
十
八
年

一
一
○
人

同

四
年

二
八
○
人

同

二
十
九
年

一
一
○
人

同

五
年

二
八
九
人

同

三
十
年

一
○
三
人

同

六
年

二
九
三
人

同

三
十
一
年

一
○
九
人

同

七
年

三
一
一
人

同

三
十
二
年

一
六
八
人

同

三
十
三
年

二
二
七
人

大
正
七
年
四
月
一
日

同

三
十
四
年

二
一
六
人

現
在
渡
航
者
内
訳

同

三
十
五
年

二
○
九
人

同

三
十
六
年

二
一
○
人

戸
主
一
○
九
人

男
一
○
九
人

同

三
十
七
年

二
一
二
人

女

ナ
シ

同

三
十
八
年

二
○
八
人

同

三
十
九
年

二
○
九
人

同

四
十
年

二
一
三
人

家
族
二
○
二
人

男
一
○
七
人

同

四
十
一
年

二
三
二
人

女

八
五
人

同

四
十
二
年

二
八
四
人

同

四
十
三
年

二
七
九
人

第
四
章

官
公
署

一
、
田
原
村
役
場

本
村
役
場
は
大
字
下
田
原
城
道
吹
上
三
十
七
番
地
の
旧
戸
長
役
場
を
仮
用

し
た
り
し
が
狭
隘
な
る
を
以
て
新
築
の
議
起
こ
り
大
正
元
年(

明
治
四
十
五

年)

六
月
十
八
日
、
字
和
田
前
二
二
八
番
地
即
ち
現
在
の
地
に
移
転
し
以
て

現
今
に
至
れ
り
。

二
、
田
原
郵
便
局

元
は
本
村
大
字
下
田
原
四
百
二
十
七
番
地
に
あ
り
明
治
三
十
六
年
十
二
月

下
田
原
郵
便
受
取
所
と
称
せ
し
が
仝
三
十
八
年
四
月
下
田
原
郵
便
局
と
改
称

せ
り
。
仝
四
十
二
年
十
月
現
今
の
四
百
四
十
五
番
地
に
移
転
し
、
仝
四
十
三

年
三
月
田
原
郵
便
局
と
改
称
し
以
て
現
今
に
至
れ
り
。
電
信
は
明
治
四
十
三

年
三
月
三
十
一
日
開
始
し
又
電
話
は
同
年
十
月
十
一
日
開
始
せ
り
。

三
、
巡
査
駐
在
所

明
治
十
七
年
下
田
原
村
に
巡
査
派
出
所
を
設
け
、
下
田
原
、
佐
部
、
上
田

原
の
三
ヶ
村
を
管
轄
せ
し
が
同
二
十
二
年
巡
査
駐
在
所
と
改
称
し
最
初
は
下

田
原
字
城
道
吹
上
三
七
番
地
役
場
隣
に
あ
り
し
が
四
十
三
年
七
月
拾
番
地
芝

水
穂
住
宅
を
仮
用
し
四
十
四
年
二
月
、
更
に
四
百
参
拾
弐
番
地
井
本
徳
蔵
住

宅
を
使
用
し
た
り
し
が
四
十
五
年
四
月
新
築
の
議
起
り
字
坊
六
百
三
十
六
番

地
の
田
地
を
埋
立
て
、
大
正
二
年
十
二
月
新
築
に
着
手
仝
三
年
二
月
落
成
し

同
年
二
月
二
十
六
日
を
以
て
移
転
せ
り
。

第
五
章

財
政

一
、
藩
政
時
代
の
貢
租

紀
州
一
国
の
検
地
は
天
正
文
禄
の
間
、
諸
国
と
共
に
行
わ
れ
た
れ
ど
も

其
の
高
詳
な
ら
ず
。
慶
長
六
年
浅
野
氏
受
封
の
時
、
奉
行
石
黒
半
兵
衛
を

持
て
改
め
替
あ
り
て
従
来
二
十
万
石(

高
野
寺
領
を
除
く)

の
地
を
三
十
七

万
五
千
石
に
取
り
立
て
た
り
。
之
を
古
検
と
い
う
。
元
禄
以
前
の
租
法
は

之
を
標
準
と
す
。
徳
川
頼
宣
は
之
に
勢
州
十
八
万
石
を
加
え
て
五
十
五
万

五
千
石
を
受
封
せ
り
。
後
元
禄
十
年
十
一
年
に
渉
り
て
更
に
検
地
あ
り
て

古
検
地
高
を
補
正
し
新
田
を
検
出
す
る
こ
と
多
か
り
き
、
之
を
新
検
と
い

う
。
以
後
の
租
法
は
之
に
準
ず
。
爾
来
畑
返
り
を
禁
止
し
新
田
の
開
墾
を

奨
励
し
た
る
が
故
に
石
高
は
漸
次
に
増
加
し
天
保
の
頃
の
歳
入
出
決
算
書

に
は
六
十
二
万
四
百
三
十
四
石
を
計
上
し
慶
応
二
年
の
目
盛
に
は
六
十
二

万
九
百
十
四
石
と
記
せ
り
。
か
く
の
如
く
度
々
の
検
地
に
て
新
田
の
検
出

も
周
く
行
わ
れ
隠
田
等
の
如
き
百
姓
の
余
得
と
す
べ
き
地
は
殆
ど
存
在
せ

ず
僅
に
検
地
の
際
種
々
の
方
策
を
繞
ら
し
て
聊
か
に
て
も
其
の
負
担
を
軽

減
せ
ん
と
す
る
の
手
段
を
講
じ
た
り
。
藩
政
時
代
に
に
於
け
る
納
租
の
方

法
は
先
ず
土
地
に
石
高
を
盛
り
付
け
之
に
免
を
乗
じ
て
納
租
の
高
を
定
む
。

其
石
高
を
盛
り
付
け
ん
と
す
る
に
は(

之
を
石
盛
と
い
う)

田
地
の
好
悪
に
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応
じ
上
中
下
の
等
級
を
分
ち
て
坪
刈
り
を
な
し
た
る
後
平
均
一
坪
の
収
穫

籾
一
升
な
れ
ば
一
反
歩
三
石
な
り
。
内
五
分
を
種
代
、
五
分
を
欠
米
一
割

を
年
々
損
耗
と
看
做
し
合
計
三
割
を
減
じ
二
石
四
斗
と
な
る
。
五
合
摺
と

し
て
米
一
石
二
斗
な
り
。
即
ち
之
を
上
田
の
石
盛
十
二
と
す
。
中
田
下
田

は
之
に
準
じ
て
逓
減
す
。
之
を
各
反
別
に
乗
じ
た
る
も
の
を
高
と
い
う
、

即
ち
石
高
な
り
。
之
を
一
村
に
通
計
し
て
村
高
と
す
。
而
し
て
其
の
貢
租

は
こ
の
石
高
に
免
を
乗
じ
た
る
高
を
以
て
定
む
。
例
え
ば
免
一
つ
な
れ
ば

高
一
石
に
付
き
貢
租
一
斗
の
割
と
す
。
又
其
の
免
を
定
む
る
は
毛
見
の
法

に
依
る
。
芼
見
は
公
文
に
は
渾
て
検
見
の
字
を
用
う
。
田
畑
に
栽
培
す
る

植
物
を
芼
と
称
す
。
毛
見
と
は
其
の
年
の
立
芼
を
見
て
豊
検
を
定
む
る
の

謂
ひ
に
て
毎
年
九
月
秋
作
の
熟
す
る
を
待
っ
て
郡
奉
行(

代
官)

は
検
見
と
し
て
在
方
に
出
張
し
大
庄
屋
、
庄
屋
を
し
て
坪
刈
穂
摺
の
用
意

を
な
さ
し
め
適
宜
の
地
を
相
し
て
坪
刈
を
な
し
其
の
場
に
て
穂
摺
を
な
し

其
の
地
の
収
穫
高
を
検
す
る
な
り
。
又
定
免
と
て
常
に
水
旱
損
の
患
な
く

或
は
毎
年
の
収
穫
概
ね
一
定
し
或
は
又
豊
凶
平
均
の
納
租
を
望
む
村
里
の

請
願
に
よ
り
永
定
免
即
ち
定
期
の
免
と
し
又
は
五
年
七
年
の
年
季
を
附
し

て
租
額
を
一
定
せ
し
む
る
あ
り
又
定
免
の
付
方
に
し
て
非
常
の
天
災
を
蒙

り
芼
見
を
願
い
出
づ
る
時
は
検
見
の
上
、
田
租
十
分
の
三
以
上
の
損
毛
に

当
れ
ば
減
租
を
許
す
こ
と
あ
り
之
を
破
免
と
謂
う
。
芼
見
は
単
に
登
量
に

の
み
拠
る
に
非
ず
其
の
年
の
豊
凶
は
論
を
待
た
ず
村
民
の
貧
富
田
畑
自
由

作
の
有
無
耕
耘
の
勉
否
餘
業
の
種
類
産
物
の
有
無
肥
料
の
難
易
運
輸
の
便

否
用
水
の
潤
否
等
百
般
の
村
況
を
視
察
し
偏
軽
偏
重
に
流
れ
ず
公
平
無
私

に
検
定
と
す
る
を
主
眼
と
し
民
治
行
政
中
特
に
重
要
な
る
も
の
な
れ
ば
特

に
熟
達
の
老
吏
を
選
び
厳
粛
に
之
を
行
い
た
る
も
の
な
れ
ど
も
苛
欽
誅
求

に
苦
し
み
た
る
当
時
の
百
姓
は
検
見
の
際
下
級
吏
員
と
結
託
し
て
不
正
の

利
を
図
る
こ
と
あ
り
て
頗
る
私
曲
の
行
は
れ
た
る
も
の
な
り
と
い
う
。
か

く
て
其
の
年
の
立
芼
相
応
の
見
立
を
な
し
て
免
を
定
む
る
も
の
な
る
が
貢

租
の
率
は
大
抵
六
公
四
民
収
穫
高
の
六
分
は
官
納
四
分
は
人
民
の
所
得
な

り
と
す
。
之
を
生
租
と
し
外
に
附
加
税
と
し
て

差
米

生
租

一
石
に
付

二
升
五
合
宛

口
米

同

二
升
宛

糠
藁
代
米

高

百
石
に
付

一
斗
九
升
宛

郷
役
米

同

一
斗
三
升
宛

等
種
々
の
特
別
税
あ
る
が
故
に
収
穫
の
凡
そ
十
分
の
八
は
収
公
せ
ら
れ
残

り
を
以
て
肥
料
代
農
具
料
を
辨
じ
又
一
家
の
生
計
費
に
供
せ
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
が
故
に
百
姓
の
得
る
所
は
幾
許
も
な
く
漸
く
裏
作(

麦)

に
よ
り
て
其

の
生
計
を
支
え
得
る
に
過
ぎ
ず
稍
も
す
れ
ば
収
支
相
償
は
ず
し
て
逃
亡
を

企
つ
る
者
あ
る
に
至
れ
り
。
但
し
新
田
は
其
の
開
墾
の
年
よ
り
鍬
先
と
し

て
三
年
間
無
年
貢
と
定
め
且
つ
糠
藁
代
等
二
、
三
の
附
加
税
を
免
除
せ
ら

れ
た
り
。

扨
て
当
村
の
石
高
は
幾
許
な
り
や
と
い
う
に
明
治
六
年
調
査
に
よ
れ
ば
、

佐
部
村

百
七
十
九
石
二
斗
五
升
八
合

上
田
原
村

二
百
四
十
四
石
七
斗
三
合

下
田
原
村

四
百
七
十
四
石
六
斗
八
升
四
合

に
し
て
又
其
の
免
は
幾
許
な
り
し
や
と
い
う
に
下
田
原
村
は
文
書
の
徴
す

べ
き
も
の
な
け
れ
ど
も
佐
部
上
田
原
両
村
分
は
明
治
五
年
免
割
帳
に
左
の

記
載
あ
り

明
治
二
年(

巳)

よ
り
明
治
四
年(

未)

迄
三
ヶ
年

定
免
五
ッ
七
分

一
、

高
百
七
十
九
石
二
斗
五
升
八
合

佐
部
村

内

高
十
二
石
五
斗
九
升
九
合
一
勺

諸
永
引

残
高

百
八
十
六
石
六
斗
五
升
八
合
九
勺

此
貢
米

百
二
石
一
斗
七
升
七
合

此
毛
付
免

六
ッ
一
分
三
厘
九
糸
余

明
治
二
年(

巳)

よ
り
明
治
四
年(

未)

迄
三
ヶ
年

定
免
六
ッ
七
分

一
、

高
二
百
四
十
四
石
七
斗
三
合

上
田
原

内

高
二
十
一
石
四
斗
二
升
四
合

諸
永
引

残
高

二
百
二
十
三
石
二
斗
七
升
九
合

此
貢
米

百
六
十
三
石
九
斗
五
升
一
合

此
毛
付
免

七
ッ
三
分
四
厘
二
毛
九
糸
内

明
治
六
年
調

高
反
別
表

左
表
は
明
治
六
年
三
月
和
歌
山
県
令
よ
り
大
蔵
大
輔
に
宛
て
た
る
報
告
書

中
に
記
せ
る
も
の
な
り
。

佐
部
村

高
百
七
十
九
石
二
斗
五
升
八
合

反
別

十
六
町
五
斗
六
升
三
勺

新
田

高
十
五
石
四
斗
九
升
八
合

反
別

二
町
一
反
六
畝
六
歩
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上
田
原
村

高
二
百
四
十
四
石
七
斗
三
合

反
別

二
十
町
一
反
三
畝
四
歩

新
田

高
六
十
四
石
三
斗
八
升
三
合

反
別

七
町
三
反
七
歩

下
田
原
村

高
四
百
七
十
四
石
六
斗
八
升
四
合

反
別

四
十
一
町
六
反
四
畝

新
田

高
十
五
石
七
斗
七
升
九
合

反
別

三
町
四
反
六
畝
三
歩

二
、
與
力
地

本
村
の
内
下
田
原
は
前
記
の
如
し
。
和
歌
山
藩
直
轄
に
属
せ
る
が
上
田
原

佐
部
は
新
宮
藩
に
し
て
與
力
地
な
り
。

与
力
と
は
新
宮
藩
祖
重
仲
公
が
頼
宣
朝
臣
の
傳
相
と
し
て
水
戸
へ
入
国
の

時
、
特
に
附
與
せ
ら
れ
し
勇
士
に
し
て
後
重
仲
公
が
新
宮
に
入
り
し
時
も
随

従
し
来
れ
る
も
の
に
て
直
臣
の
格
な
り
し
が
水
野
土
佐
守
忠
央
の
時
藩
士
統

一
の
必
要
上
幕
府
の
允
許
請
い
他
の
藩
士
と
同
一
の
待
遇
と
な
り
し
も
の
に

て
直
臣
時
代
に
は
甚
だ
跋
扈
せ
し
も
の
な
り
。

何
期
徳
川
史
に
曰
く
與
力
は
許
元
幕
府
の
直
臣
何
れ
も
覚
あ
る
歴
々
武
功

の
士
、
殊
に
高
禄
也
。
古
與
力
と
称
す
る
は
即
ち
加
勢
の
義
に
し
て
與
力
其

の
者
も
驍
将
に
属
し
一
武
功
を
顕
さ
ん
と
希
望
し
之
が
将
た
る
も
の
も
可
成

勇
士
を
部
下
に
率
い
ん
と
休
戚
を
興
に
せ
ん
と
志
し
最
も
親
密
な
り
し
と
こ

ろ
地
平
年
久
し
く
一
口
に
與
力
同
心
と
称
し
自
ら
軽
輩
視
す
る
に
至
り
し
も

の
な
り
云
々
。

扨
て
上
田
原
佐
部
の
石
高
「
○
○
○
知
行
所
治
単
萃
意
」
に
依
り
て
左
に

摘
記
せ
ん
。

元
和
封
初

新
宮
與
力

高

百
七
十
八
石
七
斗
四
升
八
合

佐
部
村

高

二
百
四
十
三
石
二
斗
三
升

上
田
原
村

正
保
三
年

割
延
今
高

高

二
百
四
十
二
石
六
斗
五
升

佐
部
村

高

三
百
四
十
二
石
九
斗
三
升

上
田
原
村

與
力
岩
手
弥
左
右
衛
門(

百
五
十
石
の
内)

高

三
十
六
石
一
斗
四
升

上
田
原
村

此
元
高

二
十
九
石
五
斗
四
升
六
合

與
力
平
岩
七
左
衛
門(

二
百
石
の
内)

高

百
一
石
六
斗
七
升

佐
部
村

此
元
高

八
十
六
石
三
升
七
合
六
勺

與
力
岩
手
九
左
衛
門(

百
五
十
石
の
内)

高

九
十
三
石
一
斗
九
升
七
合

上
田
原
村

此
元
高

七
十
一
石
七
斗
一
升
九
合

與
力
平
岩
助
右
衛
門

(

六
百
石
の
内)

高

百
六
石
三
斗

佐
部
村

此
元
高

八
十
六
石
三
升
七
合

高

八
十
八
石
六
斗

上
田
原
村

此
元
高

七
十
一
石
七
斗
一
升
九
合

與
力
井
上
庄
蔵(

三
百
石
の
内)

高

九
十
六
石
一
斗
七
升
五
合

上
田
原
村

此
元
高

七
十
一
石
七
斗
一
升
九
合

與
力
内
藤
平
左
衛
門(

二
百
石
の
内)

高

七
石
八
斗
四
升
三
合

佐
部
村

此
元
高

七
石
一
斗
八
升
四
合

免
二
ッ
五
厘
八
毛
二
糸
の
内

高

十
五
石
四
斗
九
升
八
合

佐
部
村

取

三
石
七
斗
三
升
七
合

高

六
十
石
六
斗
五
升
五
合

上
田
原
村

取

十
三
石
六
斗

免
四
ッ
八
厘
一
毛
一
糸
の
内

高

二
百
十
五
石
八
斗
一
升
三
合

佐
部
村
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取

百
石
三
斗
八
升
四
合

高

三
百
十
三
石
九
斗
八
升
六
合

上
田
原
村

取

百
六
十
三
石
九
斗
五
升
一
合

三
、
貢
租
以
外
の
附
加
税

藩
政
時
代
の
生
租
た
る
貢
米
の
納
出
法
は
前
記
の
如
し
、
而
し
て
此
の
貢

租
に
付
随
せ
る
附
加
税
と
外
に
諸
種
の
特
別
税(

小
物
成
と
称
す)

と
あ
り
今

左
に
之
を
略
記
す
べ
し
。
附
加
税
に
は
左
の
数
目
あ
り
。

イ(

二
分
米)

高

百
石
に
付
き

米
二
石
但
し
新
田
は
不
納

国
初
に
於
い
て
藩
主
江
戸
下
向
の
節
百
姓
高
百
石
に
付
人
夫
二
人
宛
を
出

さ
し
め
し
が
後
に
は
人
夫
を
止
め
て
米
納
と
な
さ
し
む
。
延
宝
元
年
よ
り
は

米
一
石
を
六
十
目
替
と
し
銀
納
と
な
さ
し
む
。

ロ(

糠
藁
代
米)高

百
石
に
付
米
一
斗
九
升

但
新
田
に
は
不
納

元
は
馬
の
飼
料
と
し
て
高
百
石
に
付
糠
五
石
藁
十
八
束
宛
納
め
し
が
慶
安

元
年
よ
り
前
記
の
如
く
米
納
と
定
む
。

ハ(

口
米)

年
貢
百
石
に
付
二
石
宛

代
官
所
入
費
手
代
物
書
の
給
料
に
充
つ
る
も
の
な
り
。

ニ(

差
米)

年
貢
百
石
に
付
二
石
五
斗
宛

年
貢
米
一
俵
は
米
四
斗
づ
つ
入
れ
納
め
た
る
も
度
々
持
ち
な
や
み
米
の
善

悪
を
見
改
む
る
等
に
て
枡
目
の
減
ず
る
を
補
わ
ん
が
た
め
一
俵
に
付
き
一
升

宛
の
割
に
て
別
段
に
之
を
収
め
し
む
。

ホ(

郷
役
米)

高

百
石
に
付
米
一
石
三
斗
宛

但
し

新
田
は
不
納

又
一
分
二
厘
米
と
い
う
「
紀
州
田
畑
の
書
」
に
曰
く
在
々
池
川
御
普
請
は

先
年
は
百
姓
を
遣
い
候
処
 
應
二
年
よ
り
高
百
石
に
付
米
一
石
三
斗
ず
つ
在

々
よ
り
納
さ
せ
人
足
を
召
抱
へ
普
請
に
遣
い
申
候
人
夫
多
く
入
り
候
節
は
百
姓

共
に
賃
米
相
応
に
遣
し
て
使
い
申
候
。
但
し
「
米
は
村
々
に
取
立
置
き
御
普
請

入
用
に
遣
い
申
候
」
と
あ
り
て
各
地
に
於
け
る
溜
池
堤
防
修
築
の
費
用
に
充
し

も
の
な
り
。
熊
野
年
代
記
に
 
應
四
年
太
田
色
川
與
力
地
一
分
三
厘
米
始
ま

る
と
あ
り
附
加
税
中
郷
役
米
は
最
も
厳
重
に
徴
収
し
た
る
も
の
に
し
て
普
通
の

貢
租
未
納
の
場
合
と
雖
も
郷
役
米
の
み
は
必
ず
上
納
せ
し
め
且
つ
凶
年
に
際
し

て
は
窮
民
救
済
た
め
田
地
普
請
等
の
事
業
を
起
す
こ
と
多
き
に
よ
り
尚
更
郷
役

米
の
必
要
を
感
ず
べ
き
に
よ
り
厳
重
に
之
を
徴
収
し
若
し
納
付
し
た
る
郷
役
米

を
代
官
に
於
い
て
貢
租
の
方
に
差
引
計
算
せ
ん
と
す
る
時
は
之
を
拒
絶
す
べ
く

又
郷
役
米
の
滞
納
を
生
じ
た
る
場
合
は
代
官
の
責
任
た
る
べ
き
旨
厳
重
に
諭
示

せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。

四
、
貢
租
以
外
の
特
別
税(

小
物
成)

以
上
附
加
税
以
外
の
租
税
は
凡
て
小
物
成
と
称
し
て
之
を
徴
収
せ
り
紀
州

田
畑
の
書
に
曰
く

小
物
成
は
浅
野
紀
伊
守
時
代
よ
り
田
畑
年
貢
の
外
に
口
銀
運
上
等
の
類
品

々
筋
并
に
御
入
国
以
来
田
畑
年
貢
の
外
新
規
の
御
納
筋
の
分
は
小
物
成
と
相

極
め
其
の
中
加
子
米
二
分
口
茶
口
佐
八
山
方
銅
山
等
は
其
の
役
所
役
所
よ
り

御
勘
定
の
上
別
段
に
納
め
申
候
。

と
あ
り
左
に
小
物
成
の
二
、
三
を
概
挙
す
。

イ(

加
子
米)

元
、
御
国
船
と
称
し
国
主
乗
船
の
水
主
を
沿
海
の
請
村
よ
り
徴
発
し
た
り

し
が
後
之
を
加
子
米
と
改
め
米
を
以
て
上
納
せ
し
む
。

ロ(

二
分
口)

又
口
銀
と
称
す
別
項
に
之
を
詳
記
す
。

ハ(

帆
別
米)

帆
の
端
数
に
よ
り
船
舶
の
運
上
を
徴
す
る
も
の
に
て
五
端
よ
り
上
、
大
端

帆
迄
は
一
端
に
米
八
升
ず
つ
、
四
端
帆
は
以
下
は
之
を
徴
せ
ず
、
奥
熊
野
は

四
端
よ
り
七
端
帆
迄
八
升
、
口
熊
野
は
六
端
帆
五
升
、
五
端
帆
四
升
で
七
端

よ
り
上
一
端
一
升
ず
つ
の
定
め
な
り
。
又
、
床
銀
と
し
て
大
船
一
艘
に
銀
二

匁
ず
つ
、
小
舟
一
艘
に
つ
き
一
匁
ず
つ
を
徴
せ
り
。
こ
の
床
銀
は
本
村
下
田

原
浦
に
於
い
て
も
上
納
せ
し
も
の
に
て
本
項
末
に
記
載
せ
る
安
永
九
年
及
び

文
化
元
年
の
舟
床
銀
差
出
書
に
依
り
て
之
を
知
る
を
得
べ
く
安
永
九
年
に
は

十
二
艘
に
て
二
十
四
匁
文
化
元
年
に
は
四
十
艘
に
て
八
十
匁
な
れ
ば
右
は
何

れ
も
大
船
に
し
て
一
艘
に
付
二
匁
の
割
な
り
。
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ニ(
諸
漁
之
口)

漁
業
者
に
賦
課
す
る
税
金
に
し
て
水
夫
米
と
称
し
一
浦
村
毎
に
一
カ
年
米

三
斗
を
上
納
せ
し
む
。

ホ(

山
年
貢)

一
に
山
手
米
山
手
銭
等
の
称
あ
り
、
村
持
、
百
姓
持
の
山
林
に
賦
課
す
る

税
金
な
り
。
後
年
に
は
山
税
と
も
称
せ
り
。

ヘ(

左
官
、
桶
屋
運
上)

左
官
一
人
銭
八
百
六
十
文
、
桶
屋
一
人
同
五
百
文
宛

ト(

貝
取
運
上)

寛
永
の
頃
よ
り
定
り
た
る
鰒
貝
取
運
上
に
し
て
本
郡
中
津
荷
下
田
原
両
村

は
銭
五
百
文
宛
上
納
せ
り
。
他
郡
に
て
は
有
田
郡
小
豆
島
よ
り
銭
一
貫
四
百

三
十
文
上
納
せ
り
。

チ(

冥
加
金)

以
上
小
物
成
の
外
に
商
工
業
者
よ
り
特
別
に
徴
収
す
る
冥
加
金
な
る
も
の

あ
り
藩
の
制
度
に
て
は
商
工
業
者
の
数
は
概
ね
一
定
し
猥
り
に
他
人
の
就
職

を
許
さ
れ
ず
故
に
こ
れ
等
特
別
の
恩
恵
を
蒙
り
た
る
も
の
よ
り
冥
加
金
と
し

て
之
を
収
め
あ
り
し
も
の
に
し
て
許
可
せ
ら
れ
た
る
際
一
度
限
り
に
納
せ
る

も
の
あ
り
又
年
々
納
せ
る
も
の
あ
り
て
一
定
せ
ず
。

リ
（
諸
役
引
）
（
「
三
、
諸
役
引
」
と
あ
る
を
変
更
）

加
子
米
を
納
む
る
浦
々
伝
馬
所
船
渡
場
大
工
其
の
他
特
別
の
負
担
任
務
を

有
す
る
処
及
び
寺
社
領
に
は
役
引
と
称
し
て
二
分
米
郷
役
米
を
免
除
せ
り
。

舟
床
銀
差
出(

床
銀
参
照)

一
、
銀

二
十
四
匁

此
舟
数
十
二
艘

右
は
当
年
村
中
舟
数
相
改
申
し
書
付
差
上
申
処
相
違
無
御
座
候
一
艘
に
て

も
隠
置
き
外
よ
り
訴
人
御
座
候
は
ば
本
人
は
不
及
申
上
庄
屋
肝
煎
曲
事
可
被

仰
付
候
。
以
上

寛
永
九
子
五
月

下
田
原
浦

庄
屋
肝
煎

御
代
官
所

船
床
銀
差
出

一
、
船
数
合
四
拾
艘
也

此
銀

八
拾
目

右
は
当
浦
当
子
年
船
数
相
改
候
処
如
斯
相
違
無
御
座
候(

以
下
同
文)

文
化
元
年
子
五
月

下
田
原
浦

庄
屋

才
助

同
所

肝
煎

良
助

右
同
断

惣
吉

御
代
官
所

五
、
二
分
口

藩
政
の
頃
は
二
分
口
役
所
な
る
も
の
あ
り
て
諸
物
産
に
二
分
の
税
銀
を
課

せ
り
。
即
ち
小
物
成(

雑
税)

中
の
税
目
に
し
て
其
制
遠
く
慶
安
の
昔
に
創
り

封
内
津
浦
河
流
の
要
所
に
役
所
を
置
き
河
海
に
よ
り
て
輸
出
入
の
物
品
を
検

査
し
之
に
対
し
二
分
の
代
銀
を
収
め
し
む
国
の
内
外
を
論
ぜ
ず
物
の
公
私
を

問
わ
ず
苟
も
輸
出
に
関
す
る
物
は
必
ず
徴
収
し
犯
す
者
は
其
物
品
を
徴
収

す
。
其
吏
員
は
勘
定
奉
行
の
下
に
二
分
口
奉
公
あ
り
て
一
切
を
統
理
し
役
人

手
代
と
称
す
る
小
吏
各
所
に
駐
在
し
て
監
査
徴
収
に
服
事
し
而
し
て
収
納
の

銀
両
は
皆
藩
の
金
庫
に
入
る
其
金
額
年
々
異
同
あ
れ
ど
も
安
政
三
年
よ
り
慶

応
元
年
に
至
る
十
カ
年
を
平
均
す
る
に
一
カ
年
に
四
万
三
千
両
に
達
し
、
慶

応
元
年
十
月
よ
り
翌
二
年
九
月
満
一
カ
年
の
収
納
高
二
万
八
千
五
百
三
十
八

両
な
り
。

二
分
口
は
又
単
に
口
銀
或
は
口
前
と
通
称
せ
り
。
紀
州
封
内
の
二
分
口
役

所
は
合
計
百
二
十
三
ヶ
所
あ
り
、
役
人
手
代
も
亦
数
百
人
、
皆
薄
給
の
軽
輩

な
り
、
二
百
年
来
の
慣
行
に
馴
れ
胥
吏
数
年
の
熟
練
に
よ
り
百
般
の
物
品
の

量
質
個
数
価
格
鑑
定
の
識
別
等
厘
毛
も
誤
ら
ず
し
て
荷
主
船
子
も
敢
て
眩
惑

し
得
ず
荷
主
も
亦
良
く
国
法
た
る
に
服
従
せ
し
と
云
う
。

今
、
二
分
口
役
所
控
に
依
り
本
村
に
関
す
る
部
分
を
抄
記
せ
ん
に

下
田
原

役
所

四
間
に
三
間
半

村
高

五
百
石
程

家
数

百
三
十
家
程

漁

船

六
艘

小

舟

六
艘

細
魚
網

三
帖



- 24 -

四
艘
張

二
帖

地

引

二
帖

磯
打
網

六
帖

(
内
聞)

餌

網

九
帖

釣

船

九
艘

魬

網

二
帖

小

舟

か
ま
す
網

二
帖

漁

事

百
二
、
三
十
人

細
魚
網

一
帖

当
浦
は
主
に
作
方
に
て
漁
事
は
作
間
に
相
稼
ぎ
、
山
方
も
差
し
て
の
木
材

等
も
出
て
不
申
候
、
尤
も
近
年
山
追
々
切
荒
候
付
、
此
の
節
材
木
の
出
で
少

き
と
の
事
、
磯
運
上
と
申
し
左
の
通
り
例
年
無
口
に
上
納
有
之
候

米

四
斗

下
田
原
村
よ
り

米

六
斗

上
田
原
村
よ
り

米

四
斗

佐
部
村
よ
り

六
、
拝
借
、
米
麦
の
事

南
龍
院
公
入
国
以
来
領
内
の
貧
窮
に
し
て
自
治
し
能
わ
ざ
る
者
を
救
済
せ

ん
が
為
め
、
領
内
の
各
所
に
麦
稗
の
類
を
貯
え
し
め
、
貧
窮
者
あ
る
時
は
、

庄
屋
大
庄
屋
を
し
て
出
願
せ
し
め
、
郡
奉
行
、
御
代
官
の
調
査
に
よ
り
之
を

貸
与
す
る
の
制
を
設
け
、
借
り
入
れ
の
麦
は
翌
年
返
納
す
べ
き
規
定
な
る
も

無
資
力
に
は
之
を
減
免
す
る
こ
と
と
し
郡
奉
行
は
毎
年
春
期
に
管
内
を
巡
視

し
て
、
百
姓
の
生
活
状
態
を
視
察
し
、
貧
窮
者
あ
る
時
は
之
を
救
済
す
る
の

方
を
立
て
し
め
た
り
。
又
土
木
工
事
或
は
凶
作
の
際
及
び
百
姓
の
困
窮
に
し

て
貢
租
に
差
支
え
あ
る
者
に
対
し
て
は
米
殻
貸
与
の
方
法
を
設
け
無
利
息
或

は
薄
利
に
て
弁
賦
償
還
せ
し
め
た
り
。
今
本
村
に
於
け
る
右
に
関
す
る
古
文

書
を
掲
げ
て
参
考
に
供
す
。

御
借
麦
の
事

一
、
御
借
麦

六
十
一
石
六
斗
三
升
五
合
三
勺

内

三
石
一
斗

明
和
三
年
戌
取
立

二
十
四
石
九
升
一
合

死
失

此

人
数

三
十
一
人

三
十
三
石
五
斗
三
升
四
合
三
勺

未
納

此

人
数

三
十
九
人

右
は
御
借
麦
当
戌
年
取
立
麦
并
に
未
納
死
失
共
書
附
指
上
申
候
尤
取
立
麦

之
儀
は
私
共
預
り
御
座
候
御
用
次
第
払
上
可
申
未
納
麦
之
儀
も
追
々
に
取
立

申
筈
に
申
付
御
座
候
以
上
。

明
和
三
年
戌
年
五
月

同
所

庄
屋

肝
煎

巽

羽
左
衛
門
殿(

巽
は
古
座
組
大
庄
屋
也

西
向
住)

拝
借
仕
御
米
之
事

一
、

御
米
合

十
八
石
二
斗
五
合

下
田
原
浦

内

二
石

太
平
次

二
石

原
三
郎

一
石
八
斗

十
五
郎

十
二
石

村
中

右
は
当
亥(

明
和
四
年
也)

納
米
の
内
村
中
諸
稼
飯
米
に
拝
借
仕
候
処
実

正
に
御
座
候
御
米
代
銀
返
納
之
儀
は
来
る
子
六
月
御
直
段
相
極
次
第
急
度
上

納
皆
済
可
仕
候
為
後
日
御
米
拝
借
状
依
て
件
如
。

明
和
四
年
亥
極
月

下
田
原

庄
屋

肝
煎

巽

羽
左
右
衛
門
殿

七
、
明
治
初
年
旧
村
債

顛
末

藩
治
時
代
に
於
け
る
拝
借
米
麦
の
事
は
前
記
の
如
く
な
る
が
此
の
方
法
は

明
治
の
初
年
に
至
り
て
も
継
続
せ
り
、
今
其
の
書
類
を
左
に
概
示
す
べ
し
。

金
殻
貸
下
帳(

折
録)

元
新
宮
縣
第
七
大
区
十
、
十
一
、
十
二
、
十
三
、
十
四

小
区
副
区
長

先
般
大
蔵
省
よ
り
別
紙
写
の
通
り
御
布
達
相
成
候
就
い
て
は
旧
新
宮
藩
正

租
雑
税
等
不
納
貸
し
別
帳
仕
出
之
通
り
有
之
分
左
の
個
條
書
之
通
り
早
急
取

調
十
一
月
五
日
迄
に
別
帳
相
添
え
無
遅
緩
可
申
出
事

明
治
六
年
十
月
十
日

新
宮
在
勤
所

一
、
貸
付
金
高
の
内
辨
済
差
引
当
時
全
く
残
高
仕
出
書
と
相
違
無
之
欤
村
々

引
合
せ
否
や
可
申
出
事
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但
辨
済
仕
立
の
外
に
相
納
候
分
も
有
之
候
は
ば
何
れ
へ
相
納
有
之

欤
の
確
澄
等
詳
細
可
申
出
事

一
、
年
賦
割
合
の
通
り
可
相
納
の
処
難
渋
又
は
凶
作
等
に
て
自
然
未
納
延
年

相
成
候
分
等
は
役
柄
可
申
出
事

但
し
年
賦
割
合
之
通
り
相
納
来
候
分
は
此
限
に
あ
ら
ず

一
、
残
金
穀
何
程
年
賦
切
れ
に
相
成
有
之
分
、
即
今
一
時
取
立
又
は
難
渋
村

等
に
て
更
に
年
賦
不
相
成
候
て
は
納
め
難
き
か
且
年
賦
中
之
分
此
後
割

合
之
通
り
相
違
な
く
納
む
べ
き
か
の
有
無
等
篤
と
取
調
候
上
見
込
可
申

出
事

但
最
初
貸
下
の
節
返
納
振
取
捨
無
之
分
は
此
の
後
返
納
期
限
取
調

可
申
出
事

明
治
二
巳
年
十
二
月

一
、
銀
五
十
六
貫
七
百
五
十
目

此
米

五
十
石

上
田
原
村

但
石
に
付

一
貫
三
十
五
匁
替

是
は
近
年
凶
作
相
続
き
其
の
上
当
七
月
大
風
雨
に
て
立
芼
傷
多
く
殊
に

諸
事
高
直
稼
等
も
無
之
難
渋
願
に
依
り
貸
下
、
午
年(

明
治
三
年)

よ
り

無
利
息
十
ヶ
年
賦
之
筈

内

二
貫
七
百
五
十
二
匁

午
未
年

納

残
り
計
五
十
八
貫
九
百
九
十
八
匁

明
治
四
年
未
年

一
、
銀
七
十
五
貫
五
百
五
十
匁

上
田
原
村

此
米

九
十
八
石

但
石
に
付
七
百
七
十
五
匁
替

是
は
凶
作
難
渋
願
に
依
り
貸
下
げ
未
年
よ
り
十
ヶ
年
賦
の
筈

内

二
貫
九
百
六
十
匁

未
年

納

残
り
計

七
十
二
貫
九
百
九
十
匁

明
治
四
年

一
、
銀

三
十
一
貫
匁

此
米

四
十
石

但
石
に
付

七
百
七
十
五
匁
替

是
は
凶
作
に
付
極
窮
願
に
依
っ
て
貸
下
げ
無
利
息
未
年
よ
り
六
ヶ
年
賦

の
筈

内

三
貫
百
六
十
六
匁
六
分

未
年

納

残
り
計

二
十
五
貫
八
百
三
十
三
匁
四
分

こ
の
村
債
は
其
後
明
治
十
三
、
四
年
頃
に
至
り
て
も
完
納
せ
ざ
る
書
類
あ

る
も
其
の
後
の
顛
末
は
之
を
詳
か
に
す
る
能
わ
ず
。

以
上
は
太
田
組
に
属
す
る
も
の
な
る
が
、
古
座
組
に
於
て
も
同
様
の
村
債

あ
り
て
安
政
四
年
古
座
組
在
々
に
て

米

二
十
五
石
二
斗
六
升
の
村
債
あ
り
し
が
、

内

十
四
石
三
斗
一
升
四
合

元

納

安
政
四
年
よ
り
明
治
五
年
迄
返
納
済

但
一
ヶ
年
分

米
八
斗
四
升
三
合
也

残
米
十
石
九
斗
四
升
六
合
の
内
三
分
の
一
を
政
府
の
棄
損
と
し

残
米

七
石
二
斗
九
升
七
合
三
勺
三
才

此
代
金

二
十
八
円
五
十
四
銭
七
厘

但
石
に
付

三
円
九
十
一
銭
二
厘

は
明
治
六
年
よ
り
同
十
五
年
迄
無
利
息
十
ヶ
年
賦
処
分
済
の
書
類
あ
れ
ど

も
下
田
原
村
に
属
す
る
金
穀
幾
許
あ
り
し
や
今
之
を
詳
か
に
す
る
能
わ
ず
。

(

附)

三
分
加
免
除
出
願

古
座
組
外
四
組
の
本
藩
領
に
於
て
貢
租
過
約
に
付
方
出
願
の
事
あ
り
、
参

考
の
為
其
の
顛
末
を
左
に
記
載
す
。

本
藩
領
の
古
座
組
三
尾
川
組
江
田
組
周
参
見
組
四
番
組
の
五
組
は
、
享
保

元
年
中
頻
年
凶
作
に
遭
遇
し
、
貢
租
未
納
と
な
り
、
一
時
納
出
の
方
法
な
か

り
し
に
依
り
数
度
嘆
願
の
末
、
右
未
納
高
寛
保
元
年
よ
り
定
年
貢
租
へ
二
分

五
厘
を
増
納
し
以
て
年
賦
償
還
の
許
可
を
受
け
、
延
享
二
年
よ
り
は
更
に
五

厘
を
増
し
て
合
計
三
分
の
増
租
と
な
り
て
三
十
余
年
間
引
続
き
増
納
し
た
る

に
よ
り
最
早
最
初
の
不
納
高
皆
済
と
な
り
た
る
べ
し
と
て
安
永
八
年
増
免
容

赦
の
義
を
出
願
せ
し
に
前
年
の
不
納
貢
租
あ
れ
ば
こ
の
分
へ
相
納
め
候
旨
申

し
聞
け
ら
れ
更
に
増
納
す
る
こ
と
数
年
に
及
び
天
明
三
年
同
八
年
両
度
歎
訴

す
る
も
更
に
許
可
を
得
ず
、
文
政
六
年
に
至
り
又
々
嘆
願
せ
る
に
貢
租
の
不

納
は
皆
済
と
な
り
た
れ
ど
も
加
子
米
の
滞
納
あ
り
て
矢
張
免
除
を
得
ず
泣
く

泣
く
増
納
を
続
け
来
り
、
弘
化
年
中
更
に
出
願
せ
る
に
今
回
は
代
官
所
よ
り

初
年
よ
り
の
増
納
高
と
不
納
高
と
差
引
計
算
の
上
、
弘
化
三
年
迄
に
三
百
九

十
石
の
過
納
と
な
り
た
る
旨
申
開
け
ら
れ
た
る
の
み
に
て
増
納
の
義
に
つ
き

て
は
更
に
何
等
の
恩
命
に
接
せ
ず
明
治
二
年
迄
二
十
二
年
間
引
続
き
増
納
し

来
れ
る
に
よ
り
右
過
納
高
下
付
の
義
五
郷
組
合
長
よ
り
出
願
せ
る
も
爾
来
有

耶
無
耶
の
裡
に
歳
月
を
経
過
し
遂
に
地
租
改
正
に
際
す
る
に
至
れ
り
。
五
郷

に
て
三
分
の
加
免
高
一
ヶ
年
四
百
二
十
九
石
七
斗
餘
な
れ
ば
不
納
皆
済
の
弘

化
三
年
よ
り
二
十
二
年
間
の
過
納
高
は
九
千
四
百
五
十
三
石
餘
と
な
り
莫
大

の
高
と
は
な
れ
り
。

右
は
明
治
二
年
十
月
、
三
尾
川
組
郷
長
、
南
輔
、
古
座
組
郷
長
佐
藤
民
治
、
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江
田
組
郷
長
藤
本
源
二
郎
周
参
見
組
郷
長
中
田
耕
右
衛
門
四
番
組
郷
長
野
長

瀬
七
郎
五
名
の
連
署
を
以
て
民
政
所
へ
嘆
願
せ
る
も
遂
に
何
等
の
解
決
を
告

げ
ず
し
て
其
の
儘
と
な
り
し
も
の
な
り
。

八
、
明
治
初
年
の
貢
租

明
治
元
年
八
月
租
税
は
暫
く
旧
法
を
踏
襲
す
べ
き
の
布
達
あ
り
て
税
制

は
多
く
変
更
す
る
所
な
か
り
き
。
然
れ
ど
も
従
来
の
如
き
検
見
の
法
に
依

る
と
き
は
其
の
手
続
煩
雑
に
し
て
莫
大
の
費
用
を
要
し
、
且
つ
其
の
弊
害

も
少
か
ら
ざ
る
を
以
て
悉
く
三
年
の
定
免
と
定
め
た
り
。

米
納
の
法
は
数
百
年
来
の
習
慣
に
し
て
藩
士
の
俸
米
の
如
き
も
現
米
を

以
て
支
給
し
た
り
し
が
故
に
現
米
納
付
は
止
む
を
得
ざ
る
の
情
勢
に
し
て
、

本
村
内
の
下
田
原
は
古
座
組
に
、
佐
部
上
田
原
は
新
宮
藩
に
輸
送
せ
し
が

明
治
維
新
以
後
は
官
公
吏
の
俸
給
は
凡
て
現
金
を
以
て
支
給
す
る
こ
と
と

な
り
た
る
が
故
に
、
農
民
も
米
納
の
苦
よ
り
も
金
納
の
利
便
を
唱
う
る
に

至
り
官
民
の
合
意
に
依
り
て
、
明
治
五
年
壬
申
の
貢
米
は
現
金
を
以
て
古

座
出
張
所
に
送
納
せ
り
、
而
し
て
そ
の
換
算
石
高
は
一
石
に
付
三
円
四
十

一
銭
三
厘
二
毛
と
せ
り
。
こ
の
換
算
高
は
何
を
標
準
と
せ
と
や
は
分
明
な

ら
ざ
れ
ど
も
、
其
の
翌
年
の
四
月
七
円
十
一
銭
、
及
び
明
治
八
年
改
租
当

時
の
五
円
四
十
七
銭
に
比
し
て
遙
に
低
位
に
在
り
、
時
価
を
標
準
と
せ
し

も
の
な
る
べ
き
か
、
か
く
て
明
治
六
年
七
月
、
石
高
の
称
を
廃
し
、
次
で

地
租
改
正
の
詔
勅
あ
り
て
従
来
の
米
納
を
凡
て
金
納
に
改
め
た
る
も
当
時

時
価
査
定
の
業
未
だ
緒
に
就
か
ざ
る
を
以
て
従
前
の
如
く
米
納
を
許
し
其

の
内
の
幾
分
か
は
直
に
換
算
し
て
徴
収
し
明
治
八
年
に
至
り
て
全
く
金
納

に
改
め
た
り
。

而
し
て
右
の
石
高
は
毎
年
十
月
十
五
日
よ
り
、
十
二
月
十
五
日
ま
で
六

十
二
日
間
、
和
歌
山
、
田
辺
、
新
宮
三
ヶ
所
の
上
げ
米
平
均
相
場
を
取
り

て
明
治
六
年
は
郡
村
貢
租
石
代
納
一
石
に
付
金
四
円
七
十
一
銭
仝
七
年
は

金
七
円
二
十
八
銭
九
厘
二
毛
五
と
定
め
た
り
。

地
租
改
正
条
例
は
、
明
治
六
年
七
月
を
以
て
発
布
せ
ら
れ
た
れ
ば
本
縣
は

仝
七
年
四
月
改
正
の
業
に
着
手
し
、
八
年
三
月
地
租
改
正
人
民
心
得
書
を
頒

布
し
先
ず
第
一
着
に
地
押
丈
量
を
実
施
し
た
る
に
、
山
間
渓
谷
或
は
海
浜
の
砂

地
に
於
て
新
に
発
見
ら
れ
た
る
地
所
少
な
か
ら
ず
各
実
地
の
丈
量
を
完
了
し

た
る
上
に
於
て
、
先
ず
地
位
の
等
級
を
定
め
、
之
を
各
地
平
年
の
収
穫
に
対
照

し
て
茲
に
村
位
を
定
め
一
村
内
の
一
地
一
筆
の
割
賦
は
人
民
の
協
議
に
一
任
し

た
り
。
而
し
て
収
穫
米
に
課
す
べ
き
地
価
は
明
治
三
年
よ
り
七
年
に
至
る
五
ヶ

年
間
に
於
け
る
和
歌
山
、
新
宮
、
田
辺
三
地
方
の
米
価
を
一
石
五
円
五
十
四

銭
、
麦
価
を
一
石
三
円
と
し
之
を
標
準
と
し
て
地
価
を
査
定
せ
ん
と
せ
し
が
縣

内
議
論
囂
々
と
し
て
起
り
反
対
の
陳
情
を
存
せ
し
か
ば
更
に
和
歌
山
、
粉
川
、

橋
本
、
湯
浅
、
御
坊
、
南
部
、
日
置
、
串
本
、
新
宮
の
十
カ
所
の
平
均
相
場
を
取

る
こ
と
と
し
米
価
を
一
石
五
円
二
十
七
銭
、
麦
価
を
一
石
三
円
十
三
銭
と
定

め
各
郡
よ
り
老
農
数
十
名
を
県
庁
に
招
集
し
て
隣
村
類
地
の
比
準
よ
り
一
村

収
利
の
厚
薄
を
監
査
考
定
し
尚
之
を
各
小
区
長
に
示
し
て
其
の
当
否
を
論
究

せ
し
め
て
之
を
査
定
せ
り
。
然
れ
ど
も
こ
の
査
定
の
新
租
に
よ
り
旧
租
よ
り
重

き
負
担
を
受
く
に
至
れ
る
村
々
は
之
を
甘
受
承
服
せ
ず
数
回
の
折
衝
を
経
て

明
治
十
一
年
に
至
り
漸
く
解
決
す
る
に
至
り
、
地
租
改
正
の
事
業
一
段
落
を

告
ぐ
る
に
至
れ
り
。

然
れ
ど
も
本
縣
各
町
村
の
地
価
の
他
に
比
し
高
価
な
る
よ
り
し
て
或
は
地
価

修
正
の
請
願
と
な
り
、
地
租
軽
減
の
嘆
願
と
な
り
し
が
政
府
当
局
も
こ
こ
に
見

る
所
あ
り
二
十
二
年
法
律
第
二
十
二
号
を
以
て
本
縣
并
に
大
阪
等
の
各
府
県

に
向
う
て
特
別
地
価
修
正
を
施
行
せ
ら
れ
、
本
縣
に
て
は
田
地
価
に
於
て
一
割

八
分
余
畑
地
価
に
於
て
二
割
一
分
余
の
軽
減
と
な
り
た
る
も
尚
他
府
県
に
比

し
て
高
率
な
り
し
か
ば
、
明
治
三
十
一
年
に
於
て
一
割
一
分
余
を
減
じ
、
畑
地

価
に
於
て
一
割
九
分
余
を
減
ず
る
に
至
れ
り
。

九
、
村
歳
入
出

明
治
の
初
年
よ
り
明
治
十
年
に
至
る
ま
で
現
今
の
村
費
に
相
当
す
る
も

の
を
民
費
と
称
し
、
各
地
適
宜
の
方
法
に
よ
り
て
之
を
徴
収
し
、
其
の
賦

課
法
は
一
定
せ
ざ
り
き
。
仝
十
一
年
地
方
税
規
則
の
発
布
あ
り
て
、
税
法
を

統
一
し
其
の
区
町
村
限
り
の
入
費
は
之
を
協
議
費
と
称
し
、
其
の
区
町
村
人

民
の
協
議
に
よ
り
て
之
を
定
む
る
こ
と
と
せ
り
。
然
る
に
其
の
経
費
の
収

入
支
出
高
は
文
書
の
備
は
ざ
る
が
為
に
之
を
詳
ら
か
に
す
る
を
得
ず
。
又

明
治
十
二
年
戸
長
役
場
設
置
以
後
に
於
け
る
役
場
費
も
文
書
散
逸
し
て
之
を

詳
ら
か
に
し
が
た
し
、
只
明
治
十
五
年
七
月
よ
り
九
月
に
至
る
三
ヶ
月
間
の

戸
長
役
場
経
費
明
細
帳
な
る
も
の
現
存
せ
り
、
左
に
之
を
摘
記
す
。
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明
治
十
五
年
自
七
月
至
九
月
戸
長
役
場
経
費
明
細
表

下
田
原

佐
部

上
田
原

三
村
組
合

戸
長

浦
野
沖

一
金
四
拾
五
円
三
十
銭

総
計

内

十
八
円

戸
長
給
料

三
ヶ
月
分

三
円
二
十
銭

手
伝
人

十
六
日
分

九
円

小
使
い
給
料

三
ヶ
月
分

三
円
十
銭

半
紙
二
千
五
百
枚
代

通
計

金
四
十
五
円
三
十
銭

即
一
ヶ
月
の
戸
長
役
場
経
費
平
均
十
五
円
十
銭
也
し
な
り
。

明
治
十
七
年
以
後
協
議
費
を
改
め
て
区
町
村
費
と
称
し
、
二
十
二
年
市
町
村
制
の
実
施
に
よ
り
て
町
村
財
政
の
制
度
茲
に
完
備
す
る
に
至
れ
り
。

左
に
最
近
歳
入
出
累
年
比
較
表
并
に
国
税
、
県
税
、
村
税
、
累
年
比
較
表
等
を
掲
げ
て
参
考
に
供
す
。

歳
入
累
年
比
較
表(

六
年
度
以
下
ハ
決
算
ニ
依
ル)

科

目

大
正

三
年

大
正

四
年

大
正

五
年

大
正

六
年

大
正

七
年

使
用
手
数
料

三
九
二
○
○

三
七
六
○
○

七
八
九
○
○

五
八
四
○
○

八
二
○
○
○

縣

補
助
金

七
○
○
○

一
四
五
三
○

三
八
○
○
○

郡

補
助
金

一
○
○
○
○

一
一
七
○
○

二
六
四
○
○

二
八
○
○
○

繰

越

金

一
四
一
二
八
二
七

一
八
二
三
九
五
○

一
七
七
一
六
九
二

六
三
六
八
八
二

四
九
○
○
○
○

雑

収

入

一
五
五
一
七
○

二
七
○
八
八
五

一
二
一
六
二
○

一
○
七
二
五
○

一
○
○
○
○
○
○

村

税

五
一
三
四
四
六
五

四
六
○
三
八
五
○

五
三
九
四
九
八
○

五
九
二
八
八
八
○

六
四
五
五
○
○
○

国
庫
下
渡
金

二
八
五
○
○
○

財
産
売
払
代

八
六
七
○
○
○
○

財
産

収
入

一
九
○
八
八
○

二
五
○
四
六
○

交

付

金

二
二
○
一
五
五

二
五
八
七
三
三

合

計

七
一
六
七
六
九
七

七
二
五
七
一
七
七
七

三
六
六
八
九
二

七
二
五
七
一
七
七

一
六
一
四
八
○
○
○
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歳
出
累
年
比
較
表(

六
年
以
下
ハ
決
算
ニ
依
ル)

科

目

大
正

三
年

大
正

四
年

大
正

五
年

大
正

六
年

大
正

七
年

(

経
常
部)

役

場

費

一
八
二
八
八
九
二

一
六
三
六
五
八
○

一
六
四
二
八
○
五

一
九
一
四
九
二
七

二
五
九
七
○
○
○

会

議

費

三
九
○
○
○

二
八
五
九
○

二
四
八
五
○

四
○
八
五
五

一
四
五
○
○
○

土

木

費

五
九
七
二
五

三
○
○
○
○

一
三
五
○
○
○

小
学
校

費

二
七
七
六
五
一
九

二
七
四
一
三
七
○

二
七
三
三
二
九
五

二
九
一
二
七
五
○

二
八
一
三
○
○
○

裁
縫
学
校
費

二
三
○
八
九
五

一
九
一
○
四
○

三
七
三
○
○
○

學
事

諸
費

三
六
○
○
○

三
四
○
○
○

三
六
○
○
○

伝
染
病
予
防
費

三
一
一
四
○

一
三
九
○
○

六
四
九
一
○

六
七
九
○
○

八
○
○
○
○

隔
離

病
舎

四
八
八
六
○

二
八
○
○
○

勧
業

諸
費

六
三
九
五
六

三
四
一
七
五

二
四
五
三
五

二
八
○
八
○

一
五
○
○
○

救

助

費

三
五
○
○

一
○
○
○
○

警

備

費

三
一
三
○

一
四
○
○

三
○
○
○
○

諸
税
及
負
担
費

一
九
四
九
一
○

二
二
八
○
六
○

二
三
九
一
九
○

二
三
九
七
九
○

四
三
六
○
○
○

衛

生

費

五
○
○
○

一
○
八
五
○

一
四
七
二
○

六
○
○
○
○

雑

支

出

二
三
一
○
○

四
七
七
八
○

二
一
三
三
○

三
三
八
八
○

六
六
○
○
○

財
産
造
成

六
三
一
七
三
○

六
七
五
八
六
○

一
九
○
○
○
○

植

林

費

二
六
二
○
○

財

産

費

六
○
○
○
○

予

備

費

一
五
○
○
○
○

計

五
二
九
二
七
四
七

五
四
三
七
五
一
五

五
○
九
三
五
一
五

五
六
五
八
○
二
二

七
二
四
四
○
○
○

補

助

金

一
一
○
○
○

四
七
○
○
○

六
八
○
○
○

一
一
八
○
○
○

一
七
四
○
○
○

財
産
造
成
費

九
三
一
六
二
五

二
○
○
○

郷
土
史
編
纂
費

六
○
○
○
○

小
学
校
営
繕
費

八
六
七
○
○
○
○

勧
業
費

四
○
○
○
○

計

五
一
○
○
○

四
七
九
二
○

九
九
九
六
二
五

一
二
○
○
○
○

八
九
○
四
○
○
○

歳
出

合
計

五
三
四
三
七
四
七

三
四
八
五
四
八
五

六
○
九
三
一
四
○

五
七
七
八
○
二
二

一
六
一
四
八
○
○
○
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国
税
負
担
累
年
比
較
表

科

目

大
正

三
年

大
正

四
年

大
正

五
年

大
正

六
年

大
正

七
年

所

得

税

二
八
五
五
五
三
○

二
七
七
四
六
四
○

二
七
三
二
九
一
○

二
七
二
○
五
四
○

営

業

税

一
六
六
○
八
○

一
一
六
七
一
○

九
七
一
七
○

九
四
一
三
○

売
薬
営
業
税

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

自
家
用
醤
油
税

一
一
一
七
五
○

一
○
九
二
五
○

一
○
九
七
五
○

一
○
八
五
○
○

随
時

収
入

九
四
○

一
二
八
○

四
七
○

三
四
五
○

計

三
三
○
二
七
四
○

五
一
五
五
八
二
○

三
○
八
八
四
二
○

三
二
六
一
四
八
○

縣
税
負
担
累
年
比
較
表

科

目

大
正

三
年

大
正

四
年

大
正

五
年

大
正

六
年

大
正

七
年

地

租

割

一
二
六
二
○
五
五

一
一
三
七
九
三
五

一
二
一
四
○
三
○

一
四
二
三
四
三
○

国
税
営
業
附
加
税

二
七
三
六
○

一
九
二
三
○

一
六
○
一
○

一
五
五
一
○

所
得
税
附
加
税

一
○
○
四
○

九
二
一
○

八
八
一
○

二
○
○
三
○

鉱
業
税
附
加
税

六
七
六
○

一
一
○
九
○

二
四
九
二
○

一
一
六
四
○

営

業

税

一
五
○
九
七
○

一
七
六
六
六
○

一
六
六
八
五
○

一
五
一
八
八
○

雑

種

税

四
○
二
○
九
○

四
二
四
六
二
○

四
三
四
○
五
○

四
五
四
九
五
○

戸

数

割

六
二
一
二
八
○

二
八
六
七
八
○

六
二
一
九
四
○

七
二
○
八
七
○

計

二
四
八
○
五
五
五

二
三
六
五
五
二
五

二
四
八
六
六
一
○

二
七
九
八
三
二
○

村
税
負
担
累
年
比
較
表

科

目

大
正

三
年

大
正

四
年

大
正

五
年

大
正

六
年

大
正

七
年

(

国
税
付
加
税)

地

租

割

五
七
○
二
六
○

五
四
九
五
七
○

五
四
二
六
○
○

五
四
二
二
四
○

所

得

税

二
五
二
一
○

二
六
○
○
○

二
一
七
三
○

五
二
一
八
○

営

業

税

二
五
○
二
○

二
○
五
○
○

一
四
五
六
○

二
二
八
五
○

(

縣
税
附
加
税)

営
業
税

割

七
五
四
一
○

八
八
三
一
○

八
二
七
二
○

七
五
九
四
○

雑

種

税

割

二
○
一
二
○
○

二
一
三
三
九
○

二
一
九
三
二
○

二
二
五
二
六
○

鉱

業

税

六
七
六
○

一
一
○
九
○

一
二
四
六
○

一
一
六
四
○

売
薬

営
業

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

戸

数

割

四
一
八
六
一
八
○

三
六
七
三
一
二
○

四
三
四
三
一
○
○

四
七
八
○
三
三
○
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科

目

大
正

三
年

大
正

四
年

大
正

五
年

大
正

六
年

大
正

七
年

(

縣
税
附
加
税)

特

別

税

ナ
シ

二
一
八
七
○

一
四
八
一
九
○

二
一
八
四
四
○

計

五
○
九
○
○
四
○

四
六
○
三
八
五
○

五
三
九
四
六
八
○

五
九
二
八
八
八
○

現
住
一
戸
に
対
す
る
諸
税
負
担
累
年
比
較
表

科

目

大
正

三
年

大
正

四
年

大
正

五
年

大
正

六
年

大
正

七
年

国

税

一
、
五
九
九
九
余
円

一
、
四
九
○
八
余
円

縣

税

村

税

一
一
、
七
四
円

一
○
、
三
四
円

一
一
、
八
円

一
三
、
一
円

計

十
、
基
本
財
産

縣
当
局
は
明
治
弐
拾
七
年
七
月
訓
令
を
発
し
て
、
市
町
村
基
本
財
産
蓄
積

の
事
を
諭
示
し
、
次
で
同
弐
拾
九
年
八
月
将
来
市
町
村
の
歳
計
は
各
其
の
基

本
財
産
よ
り
生
ず
る
収
入
を
以
て
維
持
す
べ
き
旨
を
更
に
諭
示
す
る
所
あ
り

た
り
。
こ
れ
よ
り
殻
町
村
は
条
例
を
設
け
前
年
度
決
算
の
剰
余
、
或
は
臨
時

の
収
入
、
国
庫
交
付
金
、
縣
交
付
金
等
を
蓄
積
す
る
の
制
度
を
設
け
た
り
。

本
村
に
於
い
て
も
之
に
準
拠
し
て
蓄
積
を
図
る
所
あ
り
、
明
治
参
拾
五
年

に
は
基
本
財
産
蓄
積
条
例
を
定
め
爾
来
実
行
せ
る
が
大
正
五
年
七
月
之
を
蓄

積
す
る
の
制
に
改
め
た
り
、
又
別
に
小
学
校
基
本
蓄
積
規
定
を
定
め
明
治
四

拾
参
年
七
月
よ
り
こ
れ
を
実
行
せ
り
。

大
正
七
年
二
月
の
現
在
基
本
金
左
の
如
し

村
基
本
財
産
の
部

帝
国
五
分
利
公
債
証
券
額
面
金
四
百
円

現
金

六
千
百
五
十
三
円
二
十
五
銭

(

外
に
土
地
山
林
は
之
を
略
す)

小
学
校
基
本
財
産
の
部

現
金

三
百
四
十
九
円
八
十
九
銭

(

付
表)安

永
二
年(

一
七
七
三)

差
出
帳

(

下
田
原
分)

文
政
元
年(

一
八
一
八)

郷
帳

(

佐
部
上
田
原
分)

明
治
七
年
一
月
調

管
轄
表

(

佐
部
上
田
原
分)

安
永
二
年
差
出
帳

(

下
田
原
分)

一
、
高

四
百
七
十
四
石
六
斗
八
升
四
合

此
反
別

四
十
一
町
五
反
七
畝
二
十
三
歩

本
田
畑

内

高

三
百
四
十
二
石
八
斗
八
升
六
合

高

百
三
十
一
石
七
斗
九
升
八
合

一
、
高

十
五
石
七
十
七
升
九
合

此
反
別

三
町
五
反
六
畝
十
六
歩

一
、
牛
三
十
頭

内

二
十
一
頭

牡
牛

十
八
頭

牝
牛

一
、
網
数

六
帖

内

え
さ
網

三
帖

細
魚
網

三
帖

一
、
船
数

十
二
艘

内

諸
僚
船

六
艘

同
小
舟

四
艘

い
さ
ば
舟

一
艘

川
艜

一
艘

一
、
鎌
留
山
一
ヶ
所

所
は
鬼
和
田
よ
り
荒
船
高
浜
迄

一
、
狼
煙

三
本

の
ろ
し
立

傳
次
郎

一
、
村
境

東

浦
神
と
の
境

山
中
峠
よ
り
鬼
和
田
山
迄

北

上
田
原
佐
部
村
と
の
境

岩
屋
口
迄

西

池
ノ
口
高
河
原
村
と
の
境

津
荷
川
之
奥
大
山
迄

南

津
荷
村
と
の
境

大
は
え
山
南
へ
ら
尾
通
そ
れ
よ
り
大
田

畑
出
合
大
山
へ
り
迄
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右
は
御
改
に
付
書
附
差
上
申
候

安
永
二
年
巳
二
月

下
田
原
浦
庄
屋

太
平
次

同
所
肝
煎

十
五
郎

右
同
断

平
三
郎

中
西
孫
左
右
衛
門
殿

文
政
元
年
郷
帳(
佐
部)

佐
部
村

松
田
為
兵
衛

一
、
高

百
七
十
九
石
二
斗
五
升
八
合

内

五
斗
三
升

不
足
高

残
高
百
七
十
八
石
七
斗
二
升
八
合

此
反
別
十
六
町
五
反
六
畝
三
歩

内
上
ノ
上
田

一
町
三
反
九
畝

三
歩

十
七
盛

上
田

二
町
二
反
七
畝
二
十
一
歩

十
六
盛

中
田

一
町
八
反

十
四
歩

五
盛

下
田

一
町
三
反
八
畝
二
十
一
歩

十
一
盛

下
ノ
下
田

四
町
八
反

二
十
一
歩

八
盛

畑
方
四
町
八
反
九
畝
二
十
七
歩

内
上
ノ
上
畑

三
反
九
畝
二
十
四
歩

十
五
盛

上
畑

七
反
四
畝

六
歩

十
二
、
五
盛

下
畑

四
反

八
盛

下
ノ
下
畑

二
町
二
反
四
畝
二
十
七
歩

四
盛

切
畑

六
反
二
畝

十
二
歩

二
盛

屋
敷

一
反
八
畝

十
五
歩

十
四
盛

茶

三
十
二
斤
百
十
五
匁

一
斤
に
付
七
升

紙
木

二
束
半

一
束
に
付
二
升

残
高
合
計

百
七
十
八
石
七
斗
二
升
八
合

内

一
升
七
合

古
荒

上
ノ
上
田

三
歩

二
石
三
斗
八
升
四
合

古
荒

上
田

一
反
四
畝
二
十
七
歩

五
石
六
斗
三
升
二
合

古
荒

下
田

五
反
一
畝
六
歩

五
斗
六
升
二
合
五
勺

古
荒

中
畑

四
畝
十
五
歩

八
升

古
荒

下
畑

一
畝

二
石
一
斗
一
升
六
合

下
ノ
下
畑

五
反
二
畝
二
十
七
歩

八
升

古
荒

切
畑

四
畝

二
斗
八
升

寅
当
毛
荒

下
ノ
下
田

三
畝
十
五
歩

六
斗
一
升
七
合
八
勺

申
当
毛
荒

中
田

四
畝
十
八
歩

一
斗
五
升
七
合

申
当
毛
荒

下
田

一
畝
十
二
歩

三
斗
二
升

申
当
毛
荒

下
ノ
下
田

四
畝

一
斗
二
升

丑
四
月
当
毛
荒

下
ノ
下
田

一
畝
十
五
歩

小
計

十
二
石
三
斗
六
升
三
合
七
勺

残
高

百
六
十
六
石
三
斗
六
升
三
合
七
勺

内
高
百
二
十
八
石
三
斗
四
升
八
合
二
勺

此
町

百
十
町
六
反
六
畝
十
五
歩

此
内
訳

上
ノ
上
田

一
町
三
反
九
畝

六
歩

高
二
十
三
石
六
斗
六
升
四
合

上
田

二
町
一
反
二
畝
二
十
七
歩

高
三
十
四
石
六
升
四
合

中
田

一
町
七
反
五
畝

十
二
歩

高
二
十
五
石
四
斗
八
升
二
合
二
勺

下
田

六
反
七
畝

九
歩

高
七
石
四
斗

下
ノ
下
田

四
町
七
反
一
畝
二
十
一
歩

高
三
十
七
石
七
斗
三
升
八
合

高
三
十
三
石
九
升
六
合
五
勺
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此
町

四
町
二
反
七
畝
十
五
歩

此
内
訳

上
ノ
上
畑

三
反
九
畝
二
十
四
歩

高
六
石
一
斗
六
升
九
合

上
畑

四
反
八
畝
十
八
歩

高
七
石
四
斗
七
合

中
畑

六
反
九
畝
二
十
一
歩

高
八
石
七
斗
一
升
二
合
五
勺

下
畑

三
反
九
畝

高
三
石
一
斗
二
升

下
ノ
下
畑

一
町
七
反
二
畝

高
六
石
八
斗
八
升

切
畑

五
反
八
畝
十
八
歩

高
一
石
一
斗
六
升
八
合

屋
敷

一
反
八
畝
十
五
歩

高
二
石
五
斗
八
合

茶

三
十
二
斤
百
五
十
匁

高
二
石
二
斗
七
升
九
合

紙
木

二
束
半

高
五
升

一
、
家
数

合
計
三
十
七
軒(

内
小
屋
十
七
軒)

内
訳

十
一
軒

本
役
棟

三
軒

庄
屋
肝
煎
歩
行

二
軒

寺
鍛
冶

四
軒

半
役
隠
居

一
、
人
数

二
百
三
十
三
人

男
百
十
二
人

女

百
二
十
一
人

一
、
牛
数

二
十
四
頭

但
し
牡
牛

一
、
高
絶
申
候
者
無
御
座
候

鉄
砲
四
挺

内

二
挺
猟
師
筒

二
挺
お
ど
し
筒

一
、
纏
一
本

一
、
高
張
提
灯
一
本

一
、
受
数
十
六
ヶ
所

一
、
米
六
斗

下
鍛
冶
一
人

一
、
普
済
寺(

太
田
大
泰
寺
末
寺)

禅
宗
臨
済
宗

一
、
玉
泉
庵(

太
田
大
泰
寺
末
寺)

一
、
氏
神
宇
佐
八
幡

以
上

文
政
元
年
寅
六
月

庄
屋

嘉
惣
次

文
政
元
年
郷
帳

上
田
原
村

松
田
為
兵
衛

一
、
高
二
百
四
十
四
石
七
斗
三
合

此
町

二
十
町
一
反
三
畝
四
歩

内
十
六
町
七
反
二
畝
二
十
四
歩

田
方

此
内

上
ノ
上
田

二
町
三
反
八
畝
九
歩

十
七
盛

上
田

二
町
九
反
二
畝
十
八
歩

十
六
盛

中
田

一
町
一
反
二
十
四
歩

十
四
、
五
盛

下
田

六
町
一
反
七
畝
六
歩

十
一
盛

下
ノ
下
田

三
町
六
反
六
畝
二
十
四
歩

八
盛

見
付
田

四
反
八
畝
三
歩

六
、
五
盛

此
町

九
畝
二
十
八
歩

畑
方

此
内
訳

上
ノ
上
畑

三
反
四
畝

十
五
、
五
盛

上
畑

七
反
六
畝
九
歩

十
四
、
五
盛

中
畑

六
反
十
五
歩

十
二
､
五
盛

下
畑

三
反
七
畝
二
十
七
歩

八
盛

下
ノ
下
畑

八
反
四
畝
二
十
七
歩

四
盛

切
畑

一
反
五
畝
七
歩

二
盛

見
付
畑

一
畝
六
歩

二
盛

屋
敷

二
反
九
畝
十
二
歩

十
四
盛

茶

六
十
四
斤
百
七
十
匁

斤
に
七
升

紙
木

六
束

束
に
二
升

一
、
高
一
石
五
斗

千
賀
嘉
兵
衛
打
出
シ

高
合

二
百
四
十
四
石
七
斗
三
合

内
一
石
五
斗
八
升
四
合

古
荒
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上
田

九
畝
二
十
七
歩

三
石
一
斗
三
合

古
荒

中
田

二
反
一
畝
十
二
歩

二
石
四
斗
二
升

古
荒

下
田

二
反
二
畝

六
石
二
斗
四
升

古
荒

下
ノ
下
田

七
反
八
畝

一
石
一
斗
七
升
四
合
五
勺

申
当
毛
荒

中
田

八
畝
三
歩

一
斗
六
升

辰
当
毛
荒

下
ノ
下
田

二
畝

八
斗

寅
当
毛
荒

下
ノ
下
田

三
斗
九
升
六
合

右
同
断

下
田

三
畝
十
八
歩

小
計

十
六
石
六
升
九
合

残
高

二
百
二
十
八
石
四
斗
三
升
四
合

内
訳

高
百
八
十
七
石
四
斗
六
升
五
合

田
方

此
町

十
五
町
一
反
六
畝
三
歩

上
ノ
上
田

二
町
三
反
八
畝
九
歩

高

四
十
石
五
斗
千
升
一
合

上
田

二
町
八
反
二
畝
二
十
一
歩

高

四
十
五
石
二
斗
三
升
二
合

中
田

七
反
八
畝
十
八
歩

高

十
一
石
三
斗
九
升
一
合

下
田

五
町
九
反
一
畝
十
八
歩

高

六
十
五
石
七
升
六
合

下
ノ
下
田

二
町
七
反
六
畝
二
十
四
歩

高
二
十
二
石
一
斗
四
升
四
合

見
付
田

四
反
八
畝
二
歩

高

三
石
一
斗
五
合

外
に

二
升
一
合
五
勺
盛
不
足
見
ル

高

三
十
石
六
斗
九
升
四
合

畑
方

此
町

三
町
九
畝
二
十
八
歩

(

内
四
升
九
合
新
検
地
帳
ニ
テ
不
足
有)

此
内
訳

上
ノ
上
畑

三
反
四
畝

高

五
石
二
斗
七
升

上
畑

七
反
六
畝
九
歩

内
五
勺
盛
過
に
見

高

十
一
石
六
升
四
合

中
畑

六
反
十
五
歩

高

七
石
五
斗
六
升
三
合

下
畑

三
反
七
畝
二
十
四
歩

高

三
石
二
升
四
合

下
ノ
下
畑

八
反
四
畝
二
十
七
歩

高

三
石
三
斗
九
升
六
合

切
畑

一
反
五
畝
七
歩

高

三
斗
五
合

見
付
畑

一
畝
六
歩

高

二
升
四
合

屋
敷

二
反
九
畝
十
二
歩

高

四
石
一
斗
一
升
六
合

茶

六
十
四
斤
百
七
十
匁

高

四
石
五
斗
三
升
八
合

紙
木

六
束

高

一
斗
二
升

高

一
石
五
斗

千
賀
喜
藩
打
出
シ

残
高
合
計

二
百
二
十
八
石
四
斗
三
升
四
合

外
に
十
四
軒(

内
小
屋)

一
、
家
数
合
計
二
十
二
軒

都
合
三
十
六
軒

内
訳

十
一
軒

本
役
棟

三
軒

庄
屋
肝
煎
歩
行

二
軒

寺
庵

一
軒

神
主

五
軒

半
役
隠
居

人
数
合
計

二
百
五
十
六
人

内
男
百
四
十
人

女
百
十
六
人

牛
数
合
計

二
十
頭

但
し
雄
牛

高
絶
申
出
者
無
御
座
候
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一
、
鉄
砲
六
挺

内
三
挺
猟
師
筒

三
挺
お
ど
し
筒

一
、
纏
一
本

一
、
高
張
提
灯

一
本

一
、
受
数
二
十
九
ヶ
所

一
、
米
三
斗

仕
舞
た
屋

大
工
一
人

一
、
招
華
山
正
法
寺(

太
田
大
泰
寺
末
寺)

禅
宗
臨
済
宗

一
、
秀
田
庵

(

右
同)

一
、
氏
神
宇
佐
八
幡

以
上

文
政
元
年

寅
六
月

庄
屋

森
右
ヱ
門

明
治
七
年
一
月
調

管
轄
表

(
佐
部
村)

副
戸
長

地
中
佐
平
治

本
田
反
別
十
七
町
一
反
四
畝
九
歩

貢
米
百
二
石
一
斗
七
升
七
合

新
田
反
別
二
町
一
反
十
八
歩

米
三
石
七
斗
三
升
七
合

藪
反
別
九
畝
二
十
六
歩
五
厘

金
二
十
六
銭
六
厘

総
計
反
別
十
九
町
三
反
四
畝
二
十
三
歩
五
厘

貢

米
百
五
石
九
斗
一
升
四
合

雑
税

口
米
二
石
一
斗
一
升
八
合

貢

金
二
十
六
銭
六
厘

雑
税

牛
馬
売
買
税
一
円

総
戸
数
四
十
六
軒

人
員
二
百
十
一
人

男

百
四
十
二
人

女

百
二
十
二
人

末
寺

一

農
戸
数
四
十
五
軒

人
員
二
百
六
十
一
人

男
百
三
十
九
人

女
百
二
十
二
人

雑
業
戸
数

一
人
員
五
人

男
三
人

女
二
人

牛
二
十
六
頭

牡
十
二
頭

牝
十
四
頭

副
戸
長

一
人

穀
倉

一
ヶ
所

明
治
七
年
一
月
調

管
轄
表

(

上
田
原
村)

副
戸
長

畑
中
甚
三
郎

本
田
反
別
二
十
一
町
二
反
八
畝
一
歩
五
厘

貢
米
百
五
石
二
斗
一
合

新
田
反
別
八
町
四
反
三
畝
九
歩

貢
米
十
五
石
九
斗
六
升
一
合

藪
反
別

七
反
五
畝
二
十
三
歩

貢
金

一
円
四
銭
三
厘

総
計

三
十
町
四
反
七
畝
三
歩
五
厘

貢
米

百
二
十
一
石
一
斗
六
升
一
合

貢
金

一
円
四
銭
三
厘

雑
税

口
米

二
石
四
斗
二
升
三
合

牛
馬
売
買
税

一
円

総
戸
数

六
十
軒

人
員
二
百
七
十
六
人

男

百
四
十
七
人

女

百
二
十
九
人

神

社
一

末

社
一

農
戸
数

二
十
五
軒

人
員
百
四
十
三
人

男

七
十
六
人

女

六
十
七
人

雑
業
戸
数
三
十
五
軒

人
員
百
三
十
三
人

男

七
十
一
人

女

六
十
二
人

牛
三
十
六
頭

牡

三
十
五
頭

牝

一
頭

古
城
跡

一

城
山

穀

倉

一
ヶ
所

副
戸
長

一
人

第
六
章

産
業

一
、
職
業
別
戸
口

本
村
は
農
業
を
以
て
主
要
生
業
と
し
之
を
本
業
と
す
る
者
二
百
三
十
三
戸

副
業
と
す
る
者
百
五
十
戸
合
計
三
百
八
十
三
戸
に
し
て
殆
ど
全
戸
数
の
九
割

に
及
べ
り
。
漁
業
は
本
業
者
六
十
八
戸
副
業
者
三
十
一
戸
に
し
て
近
時
著
し

く
減
ぜ
り
。
林
業
者
は
本
業
者
十
七
戸
副
業
者
二
十
戸
、
商
業
者
は
本
業
者

二
十
三
戸
副
業
者
三
十
六
戸
、
鉱
業
者
は
本
業
者
十
四
戸
副
業
者
九
戸
、
交

通
業
は
本
業
者
七
戸
副
業
者
三
戸
其
他
の
者
は
本
業
四
十
三
戸
副
業
三
十
七

戸
に
し
て
無
職
業
者
は
皆
無
な
り
と
す
。(

大
正
六
年
調)

尚
左
に
最
近
の
統
計
を
示
す
。


